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手部切断 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

片前腕切断または、片上肢不完全 〇 〇

片上肢切断または、片上肢完全 〇 〇

両前腕切断または、片前腕および 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

片上腕切断 〇 〇

両上肢不完全 〇 〇

3 両上腕切断または、両上肢完全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 片下腿切断または、片下肢不完全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 片大腿切断または、片下肢完全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 両下腿切断 〇 〇 〇 〇 〇 〇

片下腿および片大腿切断 〇 〇 〇 〇 〇

両下肢不完全

8 両大腿切断または、両下肢完全 〇 〇 〇

体　幹 9 体幹 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 第6頸髄まで残存 〇 〇 〇 〇

11 第7頸髄まで残存 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 第8頸髄まで残存 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 下肢麻痺で座位バランスなし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 下肢麻痺で座位バランスあり 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15 その他の車いす 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

16 四肢麻痺で車いす使用 〇 〇 〇

17 けって移動 〇 〇 〇

18 上下肢で車いす使用 〇 〇 〇 〇

19 上肢で車いす使用 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

20 その他走不能 〇 〇 〇

21 上肢に不随意運動を伴う走可能 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

22 その他走可能 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 23 電動車いす常用 〇 〇

24 視力０から0.01まで 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

25 その他の視覚障害 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

27 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

28 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

29 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※５０ｍ競走で使用する車いすは日常生活用とする。
※体幹とは、頸部、胸部、腹部および腰部（脊柱）のみに変形がある者（脊柱カリエス等による体幹の障害が該当する）。
　ただし、四肢の機能障害を伴う場合は体幹の機能障害があってもこの区分には該当しない。
※視力は「矯正後の良い方の視力」で判定する。視力を算出する際、光覚弁、手動弁は視力０、指数弁は視力0.01とする。
　矯正後の良い方の視力が0.02以上の場合は、視野障害の有無に関わらず、その他の視覚障害に区分される。
※障害区分２４は光を通さないアイマスクまたはアイシェードを装着する。
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視覚障害

聴覚・平衡機能障害、
音声・言語・そしゃく
機能障害

〇

療育

内部障害

精神障害

26 聴覚障害 〇




